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◆ 

提
出
方
法 

　
申
告
書
に
「
署
名
」
し
、「
電
話
番
号
」
や
「
社

会
保
険
料
控
除
（
書
類
の
添
付
が
な
い
場
合
）
」

「
配
偶
者
・
扶
養
親
族
に
関
す
る
控
除
」
「
本
人

該
当
」
、
令
和
３
年
中
に
収
入
の
な
か
っ
た
方

は
裏
面
の
「
７
．
収
入
（
所
得
）
の
な
か
っ
た

方
へ
」
な
ど
の
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
必
要

書
類
を
同
封
し
て
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

書
類
が
同
封
し
て
あ
れ
ば
、
金
額
は
記
載
し

な
く
て
結
構
で
す
。

※ 

申
告
書
の
控
え
に
受
付
印
が
必
要
な
方
は
、

「
住
所
、
氏
名
」
を
記
入
し
た
返
信
用
封
筒
（
切

手
貼
付
）
を
同
封
し
て
く
だ
さ
い
。
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（
所
在
地
記

載
不
要
）
　
羽
村
市
課
税
課
市
民
税
係
　
宛

★ 

国
民
健
康
保
険
お
よ
び
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
の
加
入
者
は
、
昨
年
中
の
収
入
が
な
か
っ

た
場
合
で
も
、
必
ず
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

★ 

同
居
し
て
い
て
も
住
民
票
上
世
帯
が
別
に

な
っ
て
い
る
場
合
は
、
扶
養
さ
れ
て
い
て
も

申
告
が
必
要
で
す
。

◆ 

住
民
税
（
市
民
税
・
都
民
税
）
の
申
告

が
必
要
な
方

○ 

給
与
所
得
の
み
で
、
勤
務
先
か
ら
市
に
給
与

支
払
報
告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
な
い
方
（
提

出
の
有
無
は
勤
務
先
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
）

○ 

事
業
・
不
動
産
・
配
当
・
個
人
年
金
・
そ
の

ほ
か
の
所
得
の
あ
っ
た
方
で
、
所
得
税
な
ど

の
確
定
申
告
が
不
要
な
方

○ 

非
課
税
所
得
（
遺
族
年
金
・
障
害
年
金
・
雇
用

〔
失
業
〕
保
険
・
生
活
保
護
受
給
）
の
み
の
方

○ 

収
入
が
な
か
っ
た
方
（
市
内
の
同
一
世
帯
の

方
か
ら
扶
養
さ
れ
て
い
る
場
合
は
不
要
）

○ 

国
民
健
康
保
険
税
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
・
介
護
保
険
料
、
国
民
年
金
保
険
料
な
ど

を
納
付
書
・
口
座
振
替
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

で
納
付
し
て
い
る
方
で
、
そ
れ
ら
の
社
会
保
険

料
を
自
分
の
所
得
控
除
に
入
れ
る
場
合

◆ 

住
民
税
（
市
民
税
・
都
民
税
）
の
申
告

が
不
要
な
方

○
所
得
税
な
ど
の
確
定
申
告
を
す
る
方

○ 

令
和
３
年
中
の
所
得
が
１
か
所
か
ら
の
給
与

の
み
で
、
勤
務
先
か
ら
市
に
年
末
調
整
さ
れ

た
給
与
支
払
報
告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
方

○ 

１
月
１
日
現
在
65

歳
以
上
の
年
金
収
入
の
み
で
、

年
金
収
入
が
１
５
１
万
５
０
０
０
円
以
下
の
方

◆ 

住
民
税
（
市
民
税
・
都
民
税
）
申
告
・
相
談
、

確
定
申
告
の
際
に
必
要
な
書
類
な
ど

①
申
告
書
（
事
前
に
届
い
て
い
る
方
）

※ 

市
民
税
・
都
民
税
申
告
書
は
２
月
７
日
㈪
発

送
予
定
で
す
。

※ 

確
定
申
告
の
用
紙
は
、
市
か
ら
は
送
付
し
て

い
ま
せ
ん
。
青
梅
税
務
署
に
問
い
合
わ
せ
て

く
だ
さ
い
。

② 

給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
票
や
支
払
者
の
証
明

書
な
ど
、
収
入
が
明
ら
か
に
な
る
資
料

③ 

年
金
を
受
給
し
て
い
る
方
は
、
公
的
年
金
な

ど
の
源
泉
徴
収
票

④ 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
ま
た
は
住
所
・
氏

名
が
住
民
票
と
一
致
し
て
い
る
通
知
カ
ー
ド

な
ど
の
番
号
確
認
書
類
と
運
転
免
許
証
な
ど

の
身
元
確
認
書
類
（
確
定
申
告
の
場
合
は
写

し
の
提
出
が
必
要
）

⑤ 

所
得
税
な
ど
の
還
付
の
場
合
は
、
金
融
機
関

の
通
帳
な
ど
口
座
番
号
の
わ
か
る
も
の

⑥ 

令
和
２
年
分
の
確
定
申
告
書
の
控
え
（
申
告

が
ス
ム
ー
ズ
に
行
え
ま
す
）
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⑦
国
民
年
金
保
険
料
な
ど
の
控
除
証
明
書

⑧ 

社
会
保
険
料
な
ど
の
領
収
書
（
令
和
３
年
中

に
国
民
健
康
保
険
税
、
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
や
介
護
保
険
料
な
ど
を
支
払
っ
た
も
の
）

    

住
民
税
（
市
民
税
・
都
民
税
）
　
申
告
は
郵
送
で

��
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　     　令和 4 年度 住民税 （市民税 ・ 都民税） の申告 ・ 相談

令和 3 年分所得税などの確定申告　仮受付 ・ 相談 （高齢の方など対象）
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⑨
生
命
保
険
や
地
震
保
険
の
控
除
証
明
書

⑩ 

医
療
費
控
除
や
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン

税
制
の
明
細
書
（
事
前
に
作
成
し
て
く
だ
さ

い
）
、
そ
の
ほ
か
控
除
を
受
け
る
た
め
に
必

要
な
書
類

⑪
寄
附
先
か
ら
の
領
収
書
な
ど

⑫ 

身
体
障
害
者
手
帳
や
愛
の
手
帳
（
療
育
手
帳
）

な
ど

⑬
配
偶
者
の
所
得
が
明
ら
か
に
な
る
資
料

⑭ 

国
外
に
居
住
す
る
親
族
を
扶
養
し
て
い
て
扶

養
控
除
、
配
偶
者
控
除
、
配
偶
者
特
別
控
除
、

障
害
者
控
除
の
適
用
を
受
け
る
方
は
、
親
族

関
係
書
類
（
戸
籍
の
附
票
、
戸
籍
謄
本
、
出

生
証
明
書
、
婚
姻
証
明
書
な
ど
）
と
送
金
関

係
書
類
（
送
金
依
頼
書
な
ど
）

※ 

外
国
語
で
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
日
本

語
に
翻
訳
さ
れ
た
も
の
も
必
要
で
す
。

◆
申
告
は
３
月
��
日
㈫
ま
で
に
！

　
期
限
ま
で
に
申
告
が
な
い
と
、
令
和
４
年
度

の
課
税
・
非
課
税
証
明
書
が
発
行
で
き
な
い
場

合
や
、
当
初
に
送
付
す
る
納
税
通
知
書
な
ど
に
、

申
告
内
容
の
反
映
が
間
に
合
わ
な
い
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
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